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11月定例会のお知らせ
平成23年11月定例会は、次の日程で
午前9時から開催される予定です。
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久喜東中学校吹奏楽部（上）
栗橋東中学校吹奏楽部（左）

全日本マーチングコンテストにそろって出場
おめでとう！

全国大会に向けて
両校とも猛特訓中！！

月　　日 内容 概　　　要
11月21日㈪ 委員会 議会運営委員会
11月28日㈪

本会議

開会、議案上程
12月  1日㈭ 市政に対する一般質問
12月  2日㈮ 市政に対する一般質問
12月  5日㈪ 市政に対する一般質問
12月  6日㈫ 市政に対する一般質問
12月  8日㈭ 議案質疑
12月12日㈪

委員会

予算常任委員会
12月13日㈫ 総務財政市民常任委員会
12月14日㈬ 環境建設水道常任委員会
12月15日㈭ 福祉健康常任委員会
12月16日㈮ 文教常任委員会
12月21日㈬ 本会議 討論・採決、閉会

は び き の し

しじようなわて し



概 要
平成23年9月定例会は、8月30日から10月4日までの36日間の会期で開催されました。

市長提出議案は、決算認定 10 件、補正予算 9 件、条例等 9 件、すべて認定、原案どおり可決、
同意されました。また議員提出議案については、提出された 2 件のうち 1 件が原案どおり
可決されました。請願 2 件は不採択となりました。

２億6270万円増額
歳出で増額した主なものは、
（総務費）本庁舎耐震化整備事業、交通安全施設等

台帳整備事業
（民生費）公的介護施設等整備補助事業、地域子育

て支援センター整備事業
（衛生費）合併浄化槽普及促進事業
（土木費）橋りょう維持管理事業
（消防費）防災体制整備事業
（教育費）小学校パソコン教室エアコン設置事業、

中学校校舎補修事業
（災害復旧費）南栗橋スポーツ広場災害復旧事業
この結果、予算総額は、436 億 7370 万 2000 円に
なります。

２億5400万円増額
歳出で増額した主なものは
（総務費）被災者住宅再建支援事業
（諸支出金）東日本大震災被災者支援基金積立事業
最終的に、予算総額は、439 億 2770 万 2000 円に
なります。

路上喫煙の防止に必要な事項を定めることによ
り、喫煙マナー及び環境美化意識の向上を図り、市
民等の安全で快適な生活環境を確保するため、制定
される条例です。「路上等」、「路上喫煙」、「受動喫
煙」、「市民等」、「事業者」について定義づけし、路
上喫煙禁止区域の指定、変更、解除についてふれて
います。そして、目的の実現のために市、市民及び
事業者の責務を規定し、その他、違反した場合の指
導、罰則などについても定めています。

水道事業区域ごとに異なる料金の統一及び水道事
業の健全なる運営を図るため、水道料金（基本料金
と水量料金）及び加入金（量水器の口径の区分によ
る）の改定を実施する内容となっています。

議員名簿
議
席
番
号

氏　名（会派） 常任委員会
（◎委員長、○副委員長）

1 渡辺　昌代（日本共産党） 決算 福祉健康
2 石田　利春（日本共産党） 予算 総務財政市民
3 木村　奉憲（日本共産党） 予算 文教
4 杉野　　修（日本共産党） 決算 環境建設水道
5 梅田　修一（飛　翔） 決算 福祉健康
6 井上　忠昭（飛　翔） 予算 ◎総務財政市民
7 大谷　和子（飛　翔） 予算 文教
8 上條　哲弘（飛　翔） 予算 総務財政市民
9 園部　茂雄（政策会議） 決算 環境建設水道
10 春山　千明（政策会議） 予算 ○文教
11 富澤　孝至（政策会議） 決算 福祉健康
12 田村　栄子（無会派） 決算 福祉健康
13 齋藤　広子（公明党） 予算 福祉健康
14 矢﨑　　康（公明党） 決算 ○総務財政市民
15 鈴木　精一（飛　翔） ○決算 総務財政市民
16 並木　隆一（飛　翔） ◎予算 ○福祉健康
17 田島　行雄（飛　翔） 決算 環境建設水道
18 鈴木　松蔵（飛　翔） 決算 福祉健康
19 盛永　圭子（飛　翔） ー 福祉健康
20 柿沼　繁男（飛　翔） 予算 ◎文教
21 猪股　和雄（政策会議） 予算 文教
22 石川　忠義（政策会議） 予算 環境建設水道
23 新井　勝行（政策会議） 予算 総務財政市民
24 内田　　正（政策会議） 決算 総務財政市民
25 岡崎　克巳（公明党） 予算 環境建設水道
26 足立　　清（公明党） 予算 ◎福祉健康
27 戸ヶ崎　博（公明党） ◎決算 文教
28 松村　茂夫（飛　翔） 予算 総務財政市民
29 青木　信男（飛　翔） ○予算 文教
30 宮﨑　利造（飛　翔） 決算 ◎環境建設水道
31 大鹿　良夫（飛　翔） 決算 環境建設水道
32 山田　達雄（飛　翔） 決算 総務財政市民
33 岸　　輝美（飛　翔） ー 文教
34 鎌田　忠保（飛　翔） 決算 ○環境建設水道

平成23年度久喜市一般会計
補正予算（第５号）について

平成23年度久喜市一般会計
補正予算（第６号）について

久喜市路上喫煙の防止に関する
条例について可決

久喜市水道給水条例の一部を改
正する条例について可決

人 事 議 案
下記の人事について議会の意見を求められ、

同意しました。
●久喜市名誉市民
　鈴木 男 氏（久喜市除堀）
●久喜市人権擁護委員
　原   莊子 氏（久喜市菖蒲町小林）

○市長提出議案の主な内容
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提出議案とその結果
※付託委員会

（予）予算常任委員会 （決）決算常任委員会
（総）総務財政市民常任委員会 （環）環境建設水道常任委員会
（福）福祉健康常任委員会 （文）文教常任委員会

○…賛成　×…反対　▲…退席
飛翔……飛翔　　政策……政策会議　　公明……公明党　　共産……日本共産党　　無派……無会派

●９月定例会（市長提出議案）　

議案番号 件　　名
会派名

議決結果
飛翔 政策 公明 共産 無派

議案第53号 平成22年度久喜市一般会計歳入歳出決算認定について（決） ○ ○ ○ × ○ 認定
議案第54号 平成22年度久喜市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について（福） ○ ○ ○ × ○ 認定
議案第55号 平成22年度久喜市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について（福） ○ ○ ○ ○ ○ 認定
議案第56号 平成22年度久喜市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について（福） ○ ○ ○ × ○ 認定
議案第57号 平成22年度久喜市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について（福） ○ ○ ○ × ○ 認定
議案第58号 平成22年度久喜市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について（環） ○ ○ ○ × ○ 認定
議案第59号 平成22年度久喜市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について（環） ○ ○ ○ ○ ○ 認定
議案第60号 平成22年度久喜市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について（環） ○ ○ ○ × ○ 認定
議案第61号 平成22年度久喜市土地取得特別会計歳入歳出決算認定について（総） ○ ○ ○ ○ ○ 認定
議案第62号 平成22年度久喜市水道事業会計決算認定について（環） ○ ○ ○ × ○ 認定
議案第63号 平成23年度久喜市一般会計補正予算（第５号）について（予） ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第64号 平成23年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について（福） ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第65号 平成23年度久喜市介護保険特別会計補正予算（第１号）について（福） ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第66号 平成23年度久喜市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について（福） ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第67号 平成23年度久喜市下水道事業特別会計補正予算（第2号）について（環） ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第68号 平成23年度久喜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）について（環） ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第69号 平成23年度久喜市土地区画整理事業特別会計補正予算（第1号）について（環） ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第70号 平成23年度久喜市水道事業会計補正予算（第2号）について（環） ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第71号 久喜市都市宣言検討委員会条例（総） ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議案第72号 久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部
を改正する条例（総） ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議案第73号 久喜市税条例等の一部を改正する条例（総） ○ ○ ○ × ○ 原案可決
議案第74号 久喜市都市計画税条例の一部を改正する条例（総） ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第75号 久喜市路上喫煙の防止に関する条例（環） ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議案第76号 久喜市水道給水条例の一部を改正する条例（環） ○ ○ 6
× 1 ○ × ○ 原案可決

議案第77号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、同組合の規約の
変更及び財産処分について ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議案第78号 平成23年度久喜市一般会計補正予算（第６号）について（予） ○ ○ ○ × ○ 原案可決
議案第79号 久喜市名誉市民の推挙について ○ ○ ○ ○ ○ 同意
議案第80号 久喜市人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ○ ○ ○ ○ ○ 同意

○報告第5号 継続費精算報告について【平成22年度久喜市水道事業】
○報告第6号 平成22年度決算に係る財政健全化に関する比率の報告について

●９月定例会（議員提出議案）

議案番号 件　　名
会派名

議決結果
飛翔 政策 公明 共産 無派

意見第9号 埼玉県久喜市南栗橋地域液状化被災に対し埼玉県の支援を求める意見書 ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

意見第10号 安心して子育てができる環境改善を求める意見書 ×15
▲ 1 × × ○ × 否決

●９月定例会（請願）

請願番号 件　　名
会派名

議決結果
飛翔 政策 公明 共産 無派

請願第2号 旧１市３町の水道料金の統一について値上げをしないことを求める請願（環） × ○ 1
× 6 × ○ × 不採択

請願第3号 水道料金の値上げを認めず値下げを求める請願書（環） × ○ 1
× 6 × ○ × 不採択
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決 算 常 任 委 員 会

《主な質疑》
問　合併記念事業。当初予算は 785 万円で組んで、
補正を 939 万円組みながら 430 万円も不用額が出
ている。どうして補正を組みながら残額が出たのか。
答　合併記念式典前夜祭で、旧 1市 3 町から山車
11 台、みこし 3基、おはやし 2団体にご参加いた
だいたが、当初予定した中から、山車が 7台、み
こしが 4台減ったこと並びにこの祭りの実行委員
会の会計監査並びに実績報告が 3月になってしま
ったことからこのような不用額が発生した。
問　中学生の派遣受け入れ事業について、新久喜市
全体の地区ごとの受け入れ人数は。
答　ローズバーグから20名の中学生と３名の先生、
合計 23名である。菖蒲地区で受け入れをした。
問　22 年度から市税等のコンビニ収納があったが、
その件数と、収納率に関する総括はあるか。
答　コンビニ収納の件数は、平成 22 年度は 6 万
8709 件、内訳として、市民税が 4万 8550 件、国
民健康保険税が 2 万 159 件。収納額合計 11 億
8927 万 5667 円をコンビニで収納した。あと、コ
ンビニ収納の件数の 22 年度の 7月までと 23 年度
の 7 月までを比較して、23 年度が 7 月まで 4 万
676 件、22 年度が 3万 4368 件で、6308 件コンビ
ニ収納が増えている。ただ、残念ながら収納率が上
がることはちょっと考えられない。
問　社会福祉協議会補助事業について、263 万円
ほど不用額が出ている理由は、社会福祉協議会運営
費補助金の精算によるためということであるが、こ
の補助金の計算の根拠を伺う。
答　社会福祉法人久喜市社会福祉協議会運営費補助
金交付要綱に基づいて、法人運営事業の人件費支出
と事務費支出として福利厚生費と賃借料、事務室の
使用料、その他の共助会退職掛金、退職共済掛金の
支出に伴う支出の補助である。
問　緊急時通報システム、月 1 回の安否確認や看
護師による健康相談を実施しているが、月 1 回と
いったその 1 回の次の日にぐあい悪くなったらど
うするのだろうか。もう少し回数を増やすというこ
とはできないか。
答　現在月 1回ということで安否確認をさせてい
ただいているが、その回数を増やすことについては、
今後研究させていただきたい。
問　助産施設入所事業で、さいたま赤十字病院に 2
人の方が入所されたというご報告をいただいた。そ

の中で、返還金が出ているが、ご説明願いたい。
答　平成 21 年度の児童入所措置費等の国庫負担金
の返還金である。内容については、市のほうに交付
されたのが 15 万 5795 円あった。支出額がゼロだ
ったということである。また、県の負担金の返還金
もあり、これは、やはり交付済み額が 7万 7897 円
に対し支出済額がゼロということで、全額返還をした。
問　保育園運営事業で、22 年度の久喜市立の公立
保育所の保育士について、職員の正規と非正規の数
を伺う。
答　正規の保育士 57 人。正規の調理員が 6人。そ
れと、臨時職員の保育士は 25人である。
問　合併浄化槽普及促進補助事業について、合計で
91 基設置が行われたということだが、住民のニー
ズに対して 100％対応できたのか。また、地区ご
との設置基数は。
答　昨年も補正予算で4月当初に申し込みあった分
の足りない分については補正予算を組み、ほぼ 100
％と理解している。久喜地域 7基、菖蒲地域 20基、
栗橋地域23基、鷲宮地域41基、全部で91基である。
問　幼稚園園庭整備事業について、22 年度幼稚園
は芝生化されたと認識している。その後植えられて
管理はどのようにされたのか。
答　芝生の管理は、芝刈り機を買い、職員が早朝に
来て水やりをし、芝に生えている草を抜き取る作業
を行っている。
問　差し押さえについて。市民税、固定資産税、都
市計画税も合わせて、差し押さえ、滞納整理の件数
と金額は。
答　差し押さえの件数は、個人市民税、22 年度中
は 462 件、法人市民税 4件、固定資産税と都市計
画税合わせて 219 件、軽自動車税が 109 件である。
金額は、個人市民税が 462 件の 1 億 715 万 6182
円の税金に対して差し押さえをおこなった。また、
法人市民税は 154 万 3500 円、固定資産税、都市
計画税は 1億 2403 万 8624 円、軽自動車税は 511
万 4950 円である。
問　市指定文化財「吉田家水

み
塚
つか

」移転補償費 7000
万円が入っている。支出のほうでは 1 億円からの
金額が出ているが、この差額の 3000 万円はどう
なっているのか。
答　これは、移転に伴う補償費であり、年度当初で
7割入った。物件を移転して更地になった段階で事
務手続を踏んで、残り３割が入ることになっている。

9 月定例会で付託された平成 22 年度決算は、3 日間にわたり決算常任委員会で審査されました。
紙面の都合上、一般会計の主な質疑と討論について掲載します。

平成22年度一般会計歳入歳出決算認定について
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委 員 会 付 託 議 案 と そ の 結 果

《討論》

【反対討論】杉野　修委員（日本共産党）
22 年度の予算が大きな有用財源と可能性を秘め
ておきながら、住民の要望にしっかりこたえていな
い。また、田園と商工業のバランスを備えた田園都
市づくりという当初の合併の理念からは、かけ離れ
てきている。商工業、農業中心の取り組みをやって
いくこと、それから社会保障の拡充を国、県にも要
望し、福祉に手厚い新市を築いていくことを提案し
ながら、本予算について反対する。

【賛成討論】　鈴木精一委員（飛翔）
合併後初の決算は、歳入、歳出、収支の状況につ
いて明らかな合併効果が見てとれ、財政の改善につ

ながっている。歳出項目それぞれの予算執行につい
ても課題はあるものの、適切妥当なものと言えるの
ではないか。本決算の審議過程での各種の要望を十
分に取り入れ、今後の行政運営に生かしていただく
ことを強く要望し、賛成する。

【賛成討論】　矢﨑　康委員（公明党）
合併による初めての予算編成であり、旧 1市 3
町の事業等を合併後も最大限継承し、市民の不安を
払拭し、安心感、そして新市の成長、発展を実感で
きるための編成とも言えるものだった。新久喜市が
大きく発展をしている姿を随所で感じ、22 年度に
おける確実なる取り組みを見逃すことができない。
市長を中心に職員が一丸となり、22 年度を乗り越
えたことを評価し、賛成する。

9 月定例会では、25 件の議案及び２件の請願がそれぞれ所管の委員会に付託され、審査
が行われました。また、陳情９件も所管の委員会に送付され、検討されました。

予算常任委員会
○平成 23年度久喜市一般会計補正予算（第 5号）に
ついて	 可決

○平成 23年度久喜市一般会計補正予算（第 6号）に
ついて	 可決

決算常任委員会
○平成 22 年度久喜市一般会計歳入歳出決算認定に
ついて	 認定

総務財政市民常任委員会
○平成 22 年度久喜市土地取得特別会計歳入歳出決
算認定について	 認定

○久喜市都市宣言検討委員会条例	 可決
○久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例	 可決

○久喜市税条例等の一部を改正する条例	 可決

【反対討論】石田利春委員 （日本共産党）
税の取り立てには、丁寧な周知、説明をし、税を
払える環境づくりこそ求められており、行政罰を強
化することで改善されるものではない。また、未曾
有の大震災に国を挙げて救済に取り組むことが求め
られおり、復興財源に回すべきと考えるため、反対
である。

○久喜市都市計画税条例の一部を改正する条例	 可決
○地球防衛宣言に関する陳情書
○地球防衛宣言及び戦争のない世界実現の為の陳情書
○「青毛アオゲ化行政」の違法性有無について話し
合いご意見集約の機会を持って頂くお願い

環境建設水道常任委員会
○平成 22 年度久喜市下水道事業特別会計歳入歳出
決算認定について	 認定
○平成 22 年度久喜市農業集落排水事業特別会計歳
入歳出決算認定について	 認定
○平成 22 年度久喜市土地区画整理事業特別会計歳
入歳出決算認定について	 認定
○平成 22 年度久喜市水道事業会計決算認定につい
て	 認定
○平成 23 年度久喜市下水道事業特別会計補正予算
（第 2号）について	 可決
○平成 23 年度久喜市農業集落排水事業特別会計補
正予算（第 1号）について	 可決
○平成 23 年度久喜市土地区画整理事業特別会計補
正予算（第 1号）について	 可決
○平成 23 年度久喜市水道事業会計補正予算（第 2
号）について	 可決
○久喜市路上喫煙の防止に関する条例	 可決
○久喜市水道給水条例の一部を改正する条例	 可決

【反対討論】杉野　修委員（日本共産党）
使用者の大半が値上げになり、小口需要者への配
慮などされていない。そして、その事業の年次計画
や資金計画は本委員会にやっと公表された状態であ
る。議会にも諮られたことがない事業をあたかも決
定事項のように大前提としてきたことは重大な問題
と考える。値上げの根拠とされている各事業につい
て、多くの市民にとっては何の検証もなされていな
い。市民による事前の事業評価を強く求める。その
ことを強く指摘して、反対する。
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【賛成討論】田島行雄委員（飛翔）
今後も水道事業が市民生活や都市活動を支える社
会資本としての役割を確実に果たすためには、経営
基盤の強化が必要である。審議会の答申を踏まえた
久喜市水道給水条例の一部改正により、今後合併に
よりスケールメリットを生かし減価償却を図るとと
もに、水道の安定給水のため老朽化施設や老朽管路
の更新、耐震化のより一層の推進を図ることを要望
し、賛成する。

○旧 1市 3町の水道料金の統一について値上げを
しないことを求める請願	 不採択

【反対討論】鎌田忠保委員（飛翔）
水道事業の審議のときの資料から、企業債未償還
残高と現金残高累計額を見てみると、やはり多少の
ことはしようがない。やはり安定した水を供給する
には、これもやむを得ないと思う。だから、私は賛
成しかねる。

【賛成討論】杉野　修委員（日本共産党）
この請願者が求める値上げをしないでほしいとい
う、この実態をしっかり酌み取る必要がある。総じ
て小口利用者のほとんどの方々が値上げになるとい
う、この 1点をやはりしっかり受けとめる必要が
あるのではないか。私は、そうした立場からこの請
願に積極的に賛成したい。

○水道料金の値上げを認めず値下げを求める請願書
　	 不採択

【反対討論】鎌田忠保委員（飛翔）
（水道料金を）上げなくてはだめだ、やっていけ
ませんよ、というのに、値下げなんて言語道断である。

○「ごみ指定袋」に反対する陳情書
○「ごみ指定袋」に反対する陳情書
○古利根川流域公共下水道への接続促進を求める陳
情書
○水道料金の値上げは年金生活者の死活問題であ
り、絶対に認めることはできません。9月議会に
於いて値下げするよう十分な審議を求める陳情書
○水道料金の値上げをしないよう求める陳情書
○水道料金の値上げを認めず見直しを求める陳情書

福祉健康常任委員会
○平成 22 年度久喜市国民健康保険特別会計歳入歳
出決算認定について	 認定

○平成 22 年度久喜市老人保健特別会計歳入歳出決
算認定について	 認定
○平成 22 年度久喜市介護保険特別会計歳入歳出決
算認定について	 認定
○平成 22 年度久喜市後期高齢者医療特別会計歳入
歳出決算認定について	 認定
○平成 23 年度久喜市国民健康保険特別会計補正予
算（第 1号）について	 可決
○平成23年度久喜市介護保険特別会計補正予算（第
1号）について	 可決
○平成 23 年度久喜市後期高齢者医療特別会計補正
予算（第 1号）について	 可決

県道下石戸上・菖蒲線に歩道の整備を
問　前回６月の議会で歩道の整備をお願いした。答弁
は「現地を何度か見た。危険であるので市として根気
強く杉戸県土整備事務所に要望する」であった。

去る 8 月２１日夜、５８才の男性が後ろから来た
車にひき逃げされ、尊い命が失われてしまった。早急
に取り組むべきと思うが市の考えを伺う。
答　要望に先立ち現地を確認した。杉戸県土整備事務
所へ整備を要望した。要望した県道においてこのよう
な事故が発生したことを大変残念に思っている。早急
に県土整備事務所に歩道整備を強く働き掛ける。
問　6 月議会でお願いしているのに進展がないという
ことは、要望が甘いのではないか。

答　利用者かつ地権者も含めた形のなかで要望してい
く。早速、関係する区長さん方に協力していただき、
要望書を杉戸県土整備事務所に提出した。
市内、公共交通網の整備を
問　市街地を循環バスが運行され、一部の地域の方は
便利に利用している。交通不便地域や、高齢者対策と
しての公共交通の整備をされるべきと思うが、市の考
えを伺う。
答　循環バスの
再編および延伸
に加え、デマンド
バスを栗橋・鷲
宮地区および菖
蒲地区において、
導入する案が公
共交通検討委員
会で示された。

盛 永 圭 子  議員
（飛翔）

市政に対する　一般質問 ※質問順に掲載しています。

市内（一部地域）を走る循環バス
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宮城県七ヶ浜町への支援、協力関係の構築について
問　鷲宮商工会は、復興支援商品券の売上げ最大
100 万円を、鷲宮と同じくアニメによるまちおこし
が話題になり、大震災と津波で大被害を受けた宮城県
七ヶ浜町への義援金に充てる。市として七ヶ浜町に対
して何らかの復興協力を行う考えはないか。
答　支援先の選定は、埼玉県または全国市長会の要請
によるところであるが、今後新たな支援先の話があっ
たときには可能な限り支援してまいりたい。
問　久喜市も被災地となる可能性を考え、特定の自治
体と継続的な関係を構築する必要があるのでは。
答　他の自治体との応援協定の必要性は十分認識して
いる。鷲宮商工会とつながりのある七ヶ浜町との相互

南栗橋液状化
問題について
問　液状化に
よる被害認定
で国から支援
を受けられな
い方々に対し
て、久喜市独
自の支援並び
にその他の公
的義援金の支
給 方 法、 金
額、時期等を

高齢者への聴覚検診体制の充実で認知症予防を
問　高齢者が集
まるいきいきデ
イサービスなど
で簡易チェッカ
ー、聴覚検査を
使っての聴覚チ
ェックを実施で
きないか。
答　高齢者の方
が難聴によって
閉じこもりにな
り、さらに閉じ

応援協定については、相手の意向等も確認する必要が
ある。今後できるものがあれば検討したい。
問　七ヶ浜町に商工会から義援
金を届ける際に、久喜市として
同行し被災地の現状認識をして
ほしい。市長自ら被災地に入っ
て、15 万 7000 人の生命と財
産を守るための感覚をとぎすま
せていただきたい。
答　被災地に赴き、現状を直接
見て、話を聞いて、肌で感じるこ
とは、本市の職員として大変意
義があり、将来の仕事に確実に
生かされるものと思う。私自身
も、アニメを通じて本市とつなが
りのある七ヶ浜町に、お伺いす
る機会があればと。検討したい。

伺う。
答　市内企業、団体、多くの市民からの寄付金が、8
月末現在で 636 万 9237 円である。また、日赤等の
義援金は、住宅被害の半壊以上の被災者が対象で、8
月末現在配分合計 6638 万 5904 円を被災者へ支給し
ている。国の支援が受けられない方に対しては、久喜
市被災者住宅再建支援事業を実施する考えである。住
宅の地盤復旧工事や住宅の補修工事等に要した費用に
対して 100 万円を限度に支給したい。
放射線について
問　放射線教育を小中学校で行うべきだがいかがか。
また、担当教師の養成、確保はできているか。
答　中学 3年の理科で本年度から前倒しで放射線を学
習することになっている。小中学校での学習は発達段
階に応じて行うことになり、放射線に関する副読本の
指導計画作成後、速やかに取り組むよう学校に働きか
ける。

こもりから認知症への進行を防ぐために有効であると
思われるので、まずは試行的にでも簡易チェッカーに
よる聴力検査を取り入れる方向で検討してまいりたい
と考えている。
問　ファミリーサポートセンターの建てかえの計画は
どのように進んでいるか。
答　久喜区域内において、ほかの場所で適当なところ
があれば、移転することが望ましいと考えており、引
き続きその方向で検討してまいりたい。
問　デマンドバス導入についてどのようにお考えか。
答　デマンドバスについては、公共交通検討委員会に
おいても検討がなされ、報告書案において、デマンド
バスを栗橋、鷲宮地区及び菖蒲地区の２つの地区にお
いて導入する案が示されたところである。
その他の質問◇介護サービス事業所ガイドブック作成
について◇おもちゃ図書館の充実ある活用について◇
公共施設管理方法について

梅 田 修 一  議員
（飛翔）

田 村 栄 子  議員
（無会派）

齋 藤 広 子  議員
（公明党）

市政に対する　一般質問

くきファミリー・サポートセンター

市役所内の被災地支援の募金箱
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市政に対する　一般質問

国保税の引き上げ答申は問題がある
問　８月11日に国保運営協議会が答申した内容は、
現在でも
県内トッ
プクラス
の税をさ
らに多く
の世帯に
負担増を
強いるも
ので問題
だ。中に
はモデル

ゲリラ豪雨による水害対策を早期実施すべきだが
問　近年、短時間に大量降水がある、いわゆるゲリラ
豪雨が久喜市を襲っている。熊谷気象台のデータを調
査すると、久喜市を観測点とした 1976 年から 2011
年 8 月までの間で、１時間当たりの降水量が多い上
位 1 番から 10 番に 2000 年以降の日が 7 日も記録
されている。そして、このゲリラ豪雨によって、従来
の排水機能を超えた降水量が市街地に急激に溜まるこ
とから内水氾濫水害が増加している。特に久喜東３丁
目の住宅街の一部は 30cm から 50cm ほど道路冠水
し、市民生活を麻痺させている。また、諏訪前地区と
の隣接部分も道路と歩道が冠水している。早急に今後
の対応を進めるべきであるが考えを伺う。

利根川堤防強化事業とまちづくりについて
問　利根川堤防強化事業の進捗状況は。
答　事業対象面積約 53,000㎡に対し 23年度末買収率
は約 90％となる。家屋移転も 139戸中、40戸が移転。
問　今後の工事施工スケジュールは。
答　現在埋蔵文化財について試掘調査をしている。
24年度以降本調査の後、本格的工事に着手。
問　当該地における個人施行の区画整理事業とは。ま
た事業主体は何処になるのか。
答　本来八坂神社の個人施行となるところだが、堤防
強化事業と併せたまちづくりを進める上での位置づけ
や県道、市道の整備、事業の公共性、緊急性などから、
市が八坂神社の同意を得て事業を代行する「同意施行」

ケースでも１０万円以上の負担増となる。また、審議
会論議では滞納世帯の事態把握は十分されていなので
はないか。
答　負担が増える世帯があれば一方で減る世帯もあ
る。一般会計からの繰り入れは２か年で７億 8000 万
円とするなど影響額を抑えた。低所得者が加入しての
構造的な現状を認識してほしいという委員の意見もあ
ったが、答申内容に問題があるとは考えていない。
青葉団地のスーパー再開へ
問　１年前に鷲宮・青葉団地のスーパー撤退による「買い
物難民問題」について一般質問したが、その後の経過は。
答　都市再生機構に１日でも早い再開を働きかけてき
たが、鷲宮団地は６月16日、青葉団地は９月１日にい
ずれも全日食チェーンが出店した。周辺の商店はどの
ようにバックアップできるか、地元自治会等と協議する。
その他の質問 ◇福島第 1 原発事故による射能汚染問
題について　◇生活保護問題について

答　ゲリラ豪雨対策は、早めの巡回パトロール・冠水
箇所の通行規制などの緊急対策を実施している。久喜
東 3丁目地産団地内公園付近の土地は低い地形であ
る。市道久喜 9124 号線の道路側溝は断面の大きいも
のに改修されている。しかし、市道久喜 9002 号線の
道路側溝は、団地造成時の側溝と見受けられ、断面が
小さく一時的に雨水排水量が側溝の許容量を超え、道
路が冠水すると考えられる。今後は、現地調査をして早
期改修に向
け努力して
いく。また、
諏訪前地区
との隣接す
る部分も調
査をして関
係課と協議
を進める。

を検討している。
問　区画整理事業地内に予定されている防災公園への
避難路は八坂神社への進入路ともなるが。
答　避難路について整備することは概ね決定している
が、所有形態や具体的な整備手法については現在協議
調整を進めているところである。
問　「利根川と栗橋人のふれあうまちの実現ヘ向けた提
言書」で、提言された事項の進捗状況は。
答　花いっぱい運
動や栗橋宿提灯ラ
イトアップ事業等
を実施。市は協議
会の事務局として
参加し、地元の人
共々地域の活性化
に向けた活動に努
めている。

木 村 奉 憲  議員
（日本共産党）

石 川 忠 義  議員
（政策会議）

山 田 達 雄  議員
（飛翔）

久喜東 3丁目住宅街の道路冠水

青葉団地にオープンしたスーパー

国道４号利根川橋
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市政に対する　一般質問

南栗橋液状化被害　更なる支援が求められるが
問　国と久喜市独自支援が実施されるが再建には十分
といえない。宅地販売業者にも支援を求めるべき、又
県の支援を引き続き求めるべきだが。
答　事業者への支援は購入者との契約であり考えてい
ない。県への支援は今後も機会をとらえて要望していく。
屋根瓦被災　固定資産税・都市計画税の減免は
問　被災にあったすべての人へ支援が届くようにすべ
きだが。
答　屋根瓦の被災は 824 件あった。まだ 292 件に留
まっている。写真・領収書などの確認で減免の対象と
している。期日も 9月 30 日以降も対応する。

世界的な金融崩壊が及ぼす影響について
問　金融崩壊は自
治体運営の最大リ
スク。現在の金融
混乱をどう捉えて
いるか。
答　欧州の信用不
安、米国債の格下
げなど、実体とか
け離れたバブル経
済の崩壊がおこっ
ている。今後を予
見することは難し

東日本大震災の被災地に市独自支援を
問　被災地に対しては全国の自治体から職員の支援が
旺盛に取り組
まれている。
岩手県、宮城
県、福島県三
県に対して累
計５万 6923
人もの派遣人
数である。自
治体職員なら
ではの活躍の
場である。ぜ

シルバー人材センター請負　賠償責任は
問　シルバー人材センターの仕事中、賠償責任が伴う
事故が発生した場合本人が 1/2 負担となった。この
ような場合シルバー人材センターで負担すべきでは。
又、安全管理を徹底する指導が求められるが。
答　賠償については安全適正就業委員会で 1/2 と決
定している。安全就業の徹底を市としても指導してい
きたい。
その他の質問 ◇用水路の蓋かけの上を通過する車の
騒音対策は（栗橋仲二会館前）◇水道ビジョン、配水
ブロックについてなど。

いが、引き続き厳しい状況が続くと予測している。
問　金融崩壊が市政に与える影響を、リスク管理とい
う視点でどう考えるか。
答　世界的な金融崩壊が起こるかは分からないが、市
レベルで想定されるのは企業業績不振、所得減収によ
る市民税の減収、地価の下落、設備投資の減少による
固定資産税の減収。国レベルでは大幅な税収減や国債
の発行に影響がある。いまの生活水準を維持するのは
困難と予測する。
問　自治体としての備えを進めるべき。
答　金融崩壊リスクへの対応として基礎的財政収支の
健全化に努める。大きなリスクとなりうる地方債は縮
減を図る。行政改革実施計画等を今年度中に策定し早
期に実施する。国レベルの金融、国債の発行、円高、
株安、マネーの暴走、これらは市として対応していく
ことは難しい。財政状況の変化に対応できるよう一層
の財政健全化に取り組んでいく。

ひ積極的に取り組まれたいが。また自転車などの物資
の送付も検討されたい。
答　７月から８月にかけて久喜市では岩手県山田町に
延べで10人を派遣した。また、石巻市に対し米、粉ミル
ク、紙おむつなどの救援物資（10ｔトラック１台）を届
けた。今後は全国市長会から要請があれば検討したい。
東鷲宮駅の橋上化・バリアフリー化事業について
問　「橋上化」と「地下道から」の二通りの案がＪＲ
から示されているが、住民・利用者にとっては「橋上
化」が最も望まれている。と同時にこれ以上の先延ば
しではもう待てないと声が上がっている。二案を市は
どのように検討したのか。また、地下道から駅舎への
アクセスの場合、液状化対策は行われるのか。事業着
手はいつごろになるか。
答　市としては地下道を使ってのバリアフリー化を選
択したい。液状化対策は行う。事業着手まで 2年間
は調査・設計に必要となる。

石 田 利 春  議員
（日本共産党）

鈴 木 精 一  議員
（飛翔）

杉 野 　 修  議員
（日本共産党）

屋根瓦の破損824件確認されています。固定資産税など減免があります。

東鷲宮駅地下道。この右手からエスカレーターが
つく計画も（正面から西口へ出る）
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市政に対する　一般質問

放射能から子どもたちを守るために
問　学校や保育園等で、土壌中の放射性物質検査を定
期的に実施していくべきである。
答　現在のところ、定期的な検査を実施する考えはない。
年内にもう一
回、検査を実
施したい。
問　学校と保
育園の給食に
ついて、食材
の放射性物質
検査を実施す
るべきである。

緊急災害時の生活用水確保のため防災井戸を　他
問　久喜市内の緊急避難所に指定されている施設に防
災井戸を設置し、さらに設置していながら未使用の防
災井戸は、使用できるようにするべきだが。
また、家庭に設置してある井戸を防災井戸として指定
し、災害時の生活用水確保のための対策とするべきだ
がいかがか。
答　現在防災用井戸として利用している箇所について
は、整備して使えるか対応していく。また、個人所有
の井戸は、所有者の協力が得られるように、市として
の協力依頼等をしながら、災害時には飲料水あるいは
生活用水として活用できるよう検討していく。

交通安全対策、歩道の整備について
問　市街地中央通りにおいて店の前、歩道半分以上も
占有して長年営業をしている事業者がいる。市民は、
明らかに公道を占拠しているという認識をしている
が、占有をしているところは公有地なのか、私有地な
のか伺う。私有地であれば、歩道の幅が狭いため、安
心して通行ができる歩道幅を確保していただきたい。
当局の取り組む姿勢はいかがか。
公有地の歩道であれば、当局の管理怠慢は遺憾である。
速やかに公道、歩道である旨、占拠部分は歩道を確保
すべき。現状をどう認識しているか伺う。
また、公有地の占有を認め続ければ、法的な権利も失
い、市の責任は逃れられないと思うが、いかがか。

答　市場に流通している農産物等は基本的に安全性が
確認されているので、市独自で行う考えはない。
問　校庭などでの放射線量の上昇で、子どもたちの屋
外活動を制限する基準を定めておくべきである。
答　市の独自基準を定める考えはない。文科省の年間
１㍉シーベルトの目標値を目安として、0.31 μ

マイクロ
シー

ベルトを継続的に超えた場合には、子どもたちの屋外
活動を制限するなどの対応策を講じていく。
問　消費者庁の諸制度等を活用して、食品等の放射性
物質検査機器の設置を進めていただきたい。
答　関係各課と協議していく。
その他の質問◇身障者用駐車場利用証交付制度の拡
充。◇けやき通りの剪定と、街路樹の適切な管理を。
◇公共施設に太陽光発電、雨水貯留施設を計画的に設
置促進を。◇道路照明灯の消灯の中止を。◇衛生組合
のごみ指定袋の導入は中止し、菖蒲、栗橋、鷲宮での
指定袋も廃止すべきである。

放射能を正しく理解するための指導について
問　『放射能はうつる』など間違った認識からいじめ
などに発展することがないよう、正しい指導をしなけ
ればならない。多くの情報からその正確性を追求し、
正しい認識をしっかりと伝えていくべきだが。
答　文科省作成の『放射能とは何か、放射能の人体的
影響、放射能に関する留意点』などを記した副読本を
各学校に配布し、
それぞれの発達段
階に応じ指導をし
ていく。
その他の質問 ◇ さ
くら、すみれ保育
園の建て替えにつ
いて。◇清久工業
団地内市道の樹木
管理について。

答　この道路は県道であり、平成 15 年 4月に全線開
通し、既に供用を開始している。埼玉県でも事業終了
間際まで用地の取得に努力したが、結果的にご質問の
土地が未買収のままである。市民の皆様が現地を通る
たびに、歩道の一部が不法に占用されているように見
えてしまうが、
現在でも私有地
ということにな
る。ご指摘のよ
うに、県道、市
道にかかわら
ず、安心安全な
歩道をつくるこ
とは本市の責務
として引き続き
努力してまいり
たい。

猪 股 和 雄  議員
（政策会議）

春 山 千 明  議員
（政策会議）

内 田 　 正  議員
（政策会議）

清久小学校に設置の『防災井戸』

江面第二小学校校庭での放射線量測定
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市政に対する　一般質問

三世代同居支援について
問　今後ますます進む少子高齢化による高齢者の孤立
防止と家族の絆の再生を目的として、三世代の家族が
同居、または近隣に居住するために必要となる費用の
一部を助成する、三世代同居支援策を講じる自治体が
出て来たが、久喜市として独自の施策を講じるべきと
思うが如何か伺う。
答　三世代同居あるいは親族が近くに住む近居によ
り、家族が支え合うことにより、育児環境が改善され、
少子化対策と高齢者の孤立防止に期待される。三世代
同居は、それぞれの世帯における個別の事情が大きく、
またどのような手段が適当か検討が必要、これらの課
題について研究していく。

学期制について
問　現在の検討状況
について伺う。旧久
喜市内の小・中学校
では２学期制であ
り、旧菖蒲町、旧栗
橋町、旧鷲宮町では
３学期制である。合
併協議では、新市に
おいて調整するとな
っている。（１）現
在の検討状況につい
て伺う。（２）結論

脳卒中対策について
問　脳卒中予防対策の内容と今後の対策は。
答　久喜市の脳血管疾患の死亡数の推移は、平成 19
年は147人、平成20
年は139人、平成21
年は152人。
生活習慣病予防の
対策として、まずは
健康診査の受診が重
要。特定健康診査は、
平成 20 年度から健
康保険組合や国民健
康保険等の保険者が

問　２年前に大家族同居世帯への支援を取り上げ、当
時は先進地事例が無く、今後研究していくと答えた。
先進地はこの間に三世代同居支援策を研究し独自の施
策を導入しているがどう考えるか。
答　先進地については、政府が平成18年以降三世代
同居施策の推進をしてきた中で、いろいろ研究して実
現をしてきた経緯が
ある、今後は公費を
使うことにもなるの
で、それらを評価し
研究していく。
その他の質問 ◇シテ
ィプロモーションの
推進について◇地デ
ジ移行後の対応につ
いて◇指定管理者の
雇用状況について。

（結果）はいつごろでるのか。（３）どの様なことが検
討されたか。今後どの様なことが検討されるのか。
答　（１）市内各地区の校長、教務主任、保護者代表
から成る学期制検討委員会を立ちあげ学期制のあり方
について検討している。今まで二回開催され、委員会
の趣旨説明、役員の選出、２学期制導入の経緯などの
説明、意見交換を行った。第３回目は１２月に予定し
ている。２学期制、３学期制における長所、欠点、保
護者の声、２学期制導入の動向、新学習指導要領が完
全実施された現在の課題について議論していただく。
（２）委員の皆様からの意見を幅広く伺いながら、さ
まざまな角度から十分かつ慎重に検討していただきた
い。現段階では、検討委員会としての結論を出してい
ただく期限は設けてない。（３）夏休みは、２学期制
では、学期の途中に長期休業があり、長期休業を有効
に活用し休業中の努力の成果を学期末の学習評価に反
映できる。

実施主体となり開始され、脳卒中の原因と言われる高
血圧や脂値上昇、糖尿病などの生活習慣病の予防に着
目したもの。当市では、国民健康保険の被保険者を対
象に特定健康診査を実施し診査の結果は、生活習慣病
の発症リスクの高い方には特定保健指導を実施し、脳
卒中を含めた生活習慣病の予防につなげている。
問　市ホームページ内で市民への啓発強化に努め脳卒
中の意識啓発チラシの全戸配布をすべきだが。
答　現段階ではチラシの全戸配布は考えないが、わか
りやすい脳卒中というテーマの講演会を、平成 24 年
3月 11 日に開催する予定。今後も市民への正しい知
識の普及のため、各種健康講座や健康相談等の機会を
とらえ周知を図るとともに、広報紙やホームページ等
を通じて脳卒中に関する知識の普及啓発に努めたい。
また脳卒中の再発防止としては、食生活や運動等の生
活習慣の改善が欠かせないので、生活習慣病予防の対
策を今後も積極的に推進したい。

園 部 茂 雄  議員
（政策会議）

鈴 木 松 蔵  議員
（飛翔）

矢 﨑 　 康  議員
（公明党）
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市政に対する　一般質問

防災体制～震災の教訓をどう検証しているか～
問　先の質問（６月議会）で検証は今後とあった。で
はその後どう検証し、いつまでにまとめるか。
答　市災害対策本部班長及び関係所属長に意見照会を
行い、全庁的な行動記録を初め、課題、問題点を明ら
かにし、現時点での行動実績や課題をまとめている。
いまだ災害対応は継続している状況で、９月末を目途
に久喜市の被害状況とその対応の総括としてまとめて
いきたいと考えている。
問　その検証は予定されていた（台風の影響を考慮し
て中止）防災訓練の計画にどう反映されたか。
答　（中止となったが）実施に向けた計画の中では大
震災で得た教訓を参考に、飲料水確保訓練や消防署へ

大雨対策について　他
問　（1）大雨に対する認識と考えは。（２）豪雨によ
る危険個所数とその対応は。（３）本庁と支所の災害
対策本部の設置判断は。（４）雨水排水計画の見直し
や統一は。（５）
幸手県道オーバ
ーブリッジ東側
の交差点の対応
と 県 へ の 要 望
は。（ ６） 久 喜
東停車場線は車
やバスが通るた
びに玄関まで雨

水害対策について　他
問　上町地内（25 の 1 番地先）の雨水排水ポンプは
能力に問題があるのではないか。集まってくる雨水の
スピードに追いつけない、能力の改善を。
答　上町の雨水排
水ポンプは、1分
間で約 1 立方メ
ートルの能力、2
基が設置されてい
る。ゲリラ豪雨や
台風時の大雨の時
には冠水してしま
う。今後早急に調

の通報訓練など、新たな訓練を用意した。
要望　検証を訓練に生かせているかは、久喜市の防災
に対する姿勢を表す。市民の方への呼びかけやその内
容についても今回を逃せば１年後になり、防災に対す
る意識も薄らぐ。危機管理とは、最悪を想定し、そこ
にいかに最善を尽くせるかにかかわる。迅速な検証と
実践が必要である。
その他の質問 ◇久喜
市本町地区のサギ、
カラスの被害につい
て◇医療問題につい
て◇スポーツ基本法
施行に伴う久喜市の
姿勢◇都市計画道路
杉戸・久喜線及びそ
れに接する市道の安
全対策について

水が入るとの苦情があるが対策は。
答　（１）短時間で多くの降雨量があり災害につなが
ることから、状況に応じた職員動員配備体制をとる。
（２）アンダーパスが 16 か所ある。早めの道路パト
ロールと交通止め等の処置が必要。（３）防災計画で
基準を定めており、初期は準備体制を講じ状況に応じ
た応急対策を講じ、さらに全庁的な体制を組む。（４）
新市としての計画の策定の必要性は強く認識を持って
いる。（５）県は冠水対策について整備計画はないが、
調査していくとの事である。（６）「道路冠水のため通
行止め」のバリケードを付近の市有地に配備した。調
査を行い、排水先を一部変更した。引き続き調査を行
う。また、警察と協議しながら、バス事業者と話し合
いの機会を作る。
問　中学校外部指導者に助成を行ってはどうか。
答　専門的な知識や技能のある外部指導者の活用は大
変有効である。県の助成金を前向きに検討する。

査・検討の上、能力の大きなポンプと交換するなど改
善を図る。
教育について
問　教育に関する 3 つの達成目標の検証は。
答　市内小学校は県平均と比較すると、読む、書く計
算のいずれも上回っている。中学校は読む、書くは上
回っているが、計算では学年によって下回っている。
学力向上に今、協議をして取り組んでいる。
問　図書館の指定管理者への取り組みは。
答　公の施設の管理運営について検討しているところ
であり、図書館についても指定管理者について導入の
可否を含め検討している。
被災地支援のために
問　農水省の「食べて応援」の推進のために、様々な
イベント等における取り組みを考えてはどうか。
答　イベント等の主催者等に働きかける。又市民まつ
りでは福島県専用ブースを設けるとのことである。

井 上 忠 昭  議員
（飛翔）

岡 崎 克 巳  議員
（公明党）

戸 ヶ 崎 博  議員
（公明党）
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市政に対する　一般質問

民間開発による産業拠点づくりについて
問　菖蒲南部開発は、菖蒲地域のため、ひいては久喜
市のためである。東日本大震災後、比較的地盤がよい
として菖蒲地域を企業が注目している。防災物流倉庫
があれば災害・緊急時に、関東地方はもとより東海道
地方や東北方面に圏央道を利用し物流の効率アップが
図られる。市長の所見を伺う。
市長　菖蒲南部開発は、町時代から菖蒲町の大変強い
願望である。地元においても大変強い要望があること
も改めて承知した。１市３町合併後の新久喜市にとっ
て、優良企業を誘致し操業してもらうことは、税収、
雇用確保等からも極めて大切な事業である。地元の皆
様方のご意向を十分に勘案しながら、県のほうとも今

教育センターの設置について
問　さまざまな教育事業の充実のため、教育センター
を設置できないか。新たに建物を建設しなくても、
34校が集まる大きな会議に対応することができ、駐
車場も大きく、東
鷲宮駅からバスも
利用できる、鷲宮
総合支所５階に教
育センターを設置
してはどうか。
答　小中学校が
34 校となり、校
長会や教頭会、各

久喜市の総合的な排水対策は
問　都市化が進み、集中豪雨時に道路冠水等の被害が
発生するが、久喜市としての雨水排水対策は。
答　１時間当たりの降雨量が30㎜を超えると、道路
冠水等の被害が
発生している。
市内を流れる
県管理の一級河
川は、中川、青
毛堀川、備前堀
川 など10の 河
川がある。これ
ら河川整備計画

後も鋭意努力していただきたい。
要望　新市の基本理念、協働、市民主役のまちづくりの
もと、市民がみずからのまちづくりのために、産業拠
点として民間企業を誘致し開発したい、という声が、
市民そして地権者の皆さんからあることをお伝え申し
上げる。民間開発の場合、市の予算を使わずに新しい
企業が進出し、地元雇用も増えるであろうし、固定資
産税については確
実に増える。それ
は、産業、経済の
分野の目標を満た
すことになる。新
市基本計画の内容
に沿って進めたと
き、市として積極
的な姿勢で取り組
んでいただきたい。

種研究会等のため各総合支所を多く利用している現状
がある。既存施設をできるだけ有効活用し、諸業務を
より円滑に推進し、教科の研究や生徒指導、教育相談
等の研修、保護者との教育相談や教育情報を提供でき
る場所等も確保したい。新久喜市にふさわしい教育機
関の組織、機構の構築を研究していく。
学童保育施設の改善について
問　東コミセンの東鷲宮小学校の学童保育は早急に施
設を改善し受け入れ態勢を整備すべきだが。
答　現在他の場所への移転等を視野に検討している。
問　鷲宮小と上内小の子どもたちが通っている児童館
の学童クラブを他の場所に移転できないか。また、学
校ごとに設置できないか。
答　十分な保育環境を提供できていない状況は認識し
ている。それぞれの学校内に放課後児童クラブを設置
することが望ましく、学校及び関係部署と協議を行い、
学校内への設置に向けて調整していく。

では、当面の改修目標として、時間雨量 50㎜程度の
降雨に対して、安全に流下させる整備目標であるが、
進捗が遅れている状況にある。
総合的な排水計画の策定の必要性は強く認識してい
るが、今後、県管理の１級河川の拡幅整備計画との整
合を図りながら、計画策定に向け努力していく。
栗橋地区・宝治戸池について
問　調整池の機能を有する宝治戸池の位置付けについ
て久喜市としての考え方は。また、現在、菱、アオコ
等で覆われている池の浄化対策は。
答　宝治戸池が、周辺既成市街地の雨水調整機能を果
たしている重要な池であることは、十分認識している。
市所有と民間所有者とがあるが、今後は関係地権者と
の調整を図り、親水公園の必要性を含め、検討してい
く。水草の対処や全体調査については、関係機関との
協力を図りながら検討し、宝治戸池の環境浄化に努め
ていく。

青 木 信 男  議員
（飛翔）

大 谷 和 子  議員
（飛翔）

並 木 隆 一  議員
（飛翔）

鷲宮総合支所 5階のフロア

菱、アオコ等で覆われた宝治戸池

民間開発を望む95%を超える仮同意を得た地域
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市政に対する　一般質問

久喜市におけるＰＲＥ戦略の導入を提案する
問　久喜市が保有する公的不動産を、ＰＲＥ・パブリ
ックレアルエスターテといい、ＰＲＥ戦略とは久喜市
が所有する公的不
動産を戦略的観点
からマネジメント
し、適切で効率的
な管理運用を目的
としている。財政
状況を取り巻く環
境も厳しい時にあ
って、市が財政の
健全化に向け、公

職員研修の実施及び農地の耕作放棄地対策について
問　合併して１年５カ月が過ぎ、職員も落ち着いて仕
事に従事していると思うが、いまだ職員の仕事意識に
温度差があるのではないか。昨年の６月議会における
私の質問に対し、当局から早急に職員研修を実施する
旨答弁があったが、その後について伺う。
答　仕事に対する意識統一のため、全体研修を実施し
市職員としての資質の向上を図ってきた。今後もより
専門的な知識や技能を習得し、様々な行政ニーズにこ
たえるために、必要不可欠な危機意識やその防止等を
学ぶ研修を年度内に実施していきたい。
問　農業者の高齢化や後継者不足による労働力の減少
等による農地の耕作放棄地に対する今後の対策につい

局地的な豪雨対策について
問　指定避難場所への避難経路はどのように確保され
ているか。また、合併後指定避難場所が変更された場
所はあるか伺う。
答　市内では101カ所の施設を指定避難場所としてい
る。主に地震災害、風水害時のための避難所として、
市内の公共施設をはじめ地域コミュニティセンターの
拠点となる施設等を指定している。しかし、台風や大
雨等により避難所に向かう道路が冠水している状況も
起こり得るので、いざというときに備え、普段から安全
な避難経路等を確認するよう呼びかけているところで
ある。なお、合併後における指定避難場所の変更はない。

的不動産を経営的な観点から捉え、賃貸運用や売却な
ども視野に入れた最適化を図る必要があり、そこにＰ
ＲＥ戦略の主眼がある。また、老朽化施設や利用頻度
の低い施設は維持管理費の増大につながっており、適
切で効率的な管理運用を図る上から、先進市を参考に
ＰＲＥ戦略の導入を提案する。
答　公共施設は経年による老朽化が進み、修繕費等の
維持管理費が増大するとともに、施設の大規模改修で
は多大な経費が必要となっている。このような背景か
ら、行政資産の老朽化の状況、利用実態等を把握し、
施設の延命化、配置の見直し、転用あるいは売却など、
本市における公的不動産の有効活用に取組むことの必
要性は認識しており、ＰＲＥ戦略の手法について調査
研究をする。
その他の質問◇公園に健康遊具の設置促進について◇
東鷲宮駅連絡通路のバリアフリー化について◇久喜市
道 17 号・18 号線の延伸について

て伺う。また、雑草等が繁茂した農地の草刈り等の指
導はどのように行っていくのか伺う。
答　農業委員会では、毎年、農地の利用状況調査を実
施し、その調査結果をまとめ、遊休農地所有者等に対
し、耕作のお願いや草刈り等により耕作できる状態に
保全する等、適切な農地の管理について文書でお願い
している。自分で草刈り等ができない高齢者や遠方に
住む不在地主には、環境保全課で行っている除草の代
行制度や、シル
バー人材センタ
ーで行っている
草刈り業務等も
あわせて周知
し、少しでも多
くの農地が適切
に保全されるよ
う努めていく。

医療体制の充実について
問　鷲宮団地では唯一あった内科医院が廃院となっ
た。今では高齢者が大変多く、ほかに通院するのも大
変な状況である。地域医療の充実を目指す久喜市とし
て、この現状をどう認識しているか。
答　廃院となったことは、大変残念なことである。初期
医療から高度医療まで切れ目のない医療提供体制実現
のために、中核病院
と地域の医療機関
が、役割分担と機能
連携により、地域で
医療が完結できる体
制となるよう努力し
ており、今後も医療
機関を探している方
には複数紹介するな
ど対応していく。

足 立 　 清  議員
（公明党）

宮 﨑 利 造  議員
（飛翔）

田 島 行 雄  議員
（飛翔）

耕作放棄された農地（久喜市除堀）
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議会運営委員会
８月９、10 日に、議会運営委員会による視
察研修を実施しました。
１日目は、京都府京丹後市を訪問し、議会改
革について説明を受けました。また、２日目に
は、三重県鈴鹿市役所を訪問し、予算、決算議
案の審査について説明を受けました。

環境建設水道常任委員会
９月21日に、市内７箇所の水道施設（浄水場）
の現況等について調査するため、環境建設水道
常任委員会による視察を実施しました。栗橋地
区の佐間浄水場、鷲宮地区の八甫、鷲宮浄水場、
菖蒲地区の菖蒲、森下浄水場、久喜地区の本町、
吉羽浄水場を訪問し、久喜市上下水道部の職員
から各施設の概要、更新計画等の説明を受けま
した。

総務財政市民常任委員会
10 月 19、20、21 日に、総務財政市民常任
委員会による視察研修を実施しました。兵庫県
明石市では、「安全安心のまちづくりについて」
の説明を受け、「明石市防災センター」を視察
しました。また、大阪府羽

は び き の
曳野市

し
では、「事務

事業評価について」の説明を受け、大阪府東大
阪市では「南海・東南海地震を想定した減災に
繋がるまちづくり」についての説明を受けてき
ました。

文教常任委員会
9 月 21 日に、教育委員会の審議会及び、教
育関連施設等の状況を調査するため、文教常任
委員会を開
催しました。
中央図書館、
水
み

塚
つか

、栗橋
地区内の私
立幼稚園の
視察を行い
ました。

10 月 20、21 日に、大阪府四
しじようなわて

條畷市
し

を視察
し「学期制について」の説明を受けました。また、
兵庫県小野市では、「おの夢と希望の教育」と
して「小中連携教育について」「ＩＣＴ教育と

授業改革に
ついて」「ハ
ートフルチ
ャレンジお
の検定につ
いて」の説
明を受けま
した。

委 員 会 所 管 事 務 調 査

水塚の外観

兵庫県小野市での研修 栗橋地区の佐間浄水場視察

兵庫県明石市防災センター視察

三重県鈴鹿市での研修
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議会を傍聴して
みませんか

○市議会は皆さんが自由に傍
聴できます。

　本会議　定員50人
　委員会、全員協議会、
　議会運営委員会 定員15人
○手話通訳をご希望の方は、

事前にお申し込みください
（日程等については、ご相
談に応じます）。
議会事務局
TEL0480-22-1111
（内線5114、5115）
FAX 0480-21-6061

議会のホームページでも傍聴
についてご案内しています。

議会の詳細は
「会議録」で

議員の発言内容を詳しくお
知りになりたい方は、議会事
務局、県立及び市立図書館、
公文書館で「会議録」が閲覧
できます。また議会のホーム
ページからも「会議録」の検
索・閲覧ができます。ぜひご
利用ください。

なお、９月定例会の会議録
は校正事務の都合上、閲覧・
ホームページへ
の掲載は、11
月下旬頃になり
ます。

一面の黄金色の田んぼの稲がきれい
に刈り取られ、見渡す限りの田園風景
が広がっています。刈り取られた田ん
ぼにはたくさんの白鷺が遊びに来てい
ました。遠い西の秩父連山もくっきり
と見える日が多くなりました。

今年の稲の作柄は平均を 100 とす
ると、全国平均では 97 と聞いていま
す。まあまあの出来栄えとのことで喜

んでいますが、それ以上の喜びは、ど
の田んぼのお米からもセシウムが不検
出であったことです。おいしい新米を
お腹いっぱい食べられることに感謝し
たいと思います。

前号までありました定例会本会議出
席状況表は、本号より省略し、ホーム
ページに掲載することになりました。

（盛永）

編集後記
◎ 大 谷 和 子
○ 園 部 茂 雄
　 石 田 利 春
　 井 上 忠 昭
　 田 村 栄 子
　 齋 藤 広 子
　 盛 永 圭 子
　 柿 沼 繁 男
　 猪 股 和 雄
　 岸　  輝 美
　 梅 田 修 一

広報委員会委員

8月30日（議案上程） 3人
9月2日（一般質問） 25人
9月5日（一般質問） 27人
9月6日（一般質問） 23人
9月7日（一般質問） 30人
9月9日（議案質疑） 7人
10月4日（討論・採決） 8人
　　　合　　　計 123人

本会議傍聴者数
議会運営委員会（5回） 4人
9月13日（予算常任委員会） 3人
9月14日（総務財政市民常任委員会） 0人
9月15日（環境建設水道常任委員会） 18人
9月20日（福祉健康常任委員会） 1人
9月27日（決算常任委員会） 1人
9月28日（決算常任委員会） 1人
9月29日（決算常任委員会） 0人
10月4日（決算常任委員会） 0人
　　　合　　　計 28人

委員会傍聴者数

（◎委員長　○副委員長）

議員提出議案として可決された意見書を、埼玉県知
事に送付しました。

●埼玉県久喜市南栗橋地域液状化被災に対し埼玉県の
支援を求める意見書（抜粋）

東日本大震災では、世界最大規模と言われる液状化
現象が発生し、関東地方においても液状化による被害
が広範囲で発生しました。埼玉県内では、久喜市南栗
橋地区において、地盤の液状化とともに家屋の傾斜、
さらにはライフラインにも被害が及びました。

このような被害住民に対し生活再建に向けた早急な
支援が求められる中、国の「被災者生活再建支援制度」
などの公的支援が、議会の取り組みを含めた多くの関
係者の努力により、適用されることが決定しました。

又、久喜市独自でも６月議会において一定の支援が
実施されることが明らかになりました。

しかし、これら国の公的支援制度や久喜市独自の支
援が適用されたとしても、被災者の生活再建は十分と
はいえない状況があります。

以上のことから被災者生活再建に向け、埼玉県にお
いて支援策を講じられるよう下記内容の意見書を提出
するものです。

記

１．液状化による被害の実態に即し、埼玉県において
支援策を実施すること。

平成23年10月４日 久　喜　市　議　会

●地球防衛宣言に関する陳情書
荒木　實

●地球防衛宣言及び戦争のない世界実現の為の陳情書
荒木　實

●「ごみ指定袋」に反対する陳情書
久喜市のゴミ問題を考える会　代表　矢野裕美

●「ごみ指定袋」に反対する陳情書
生活クラブ生協　久喜支部　代表　伊藤道子

●「青毛アオゲ化行政」の違法性有無について話し合
いご意見集約の機会を持って頂くお願い

関口　博
●古利根川流域公共下水道への接続促進を求める陳情書

栗橋地区伊坂苑自治会　代表　伊坂苑区長　藤沢正幸
●水道料金の値上げは年金生活者の死活問題であり、

絶対に認めることはできません。９月議会に於いて
値下げするよう十分な審議を求める陳情書

全日本年金者組合　埼玉県本部　栗橋支部
代表　樫山富次

●水道料金の値上げをしないよう求める陳情書
全日本年金者組合・鷲宮支部　支部長　榎本孝夫

●水道料金の値上げを認めず見直しを求める陳情書
埼玉土建久喜幸手支部栗橋分会　代表　島田林蔵

意 見 書 陳 情

◆コスト表示…平成23年度の久喜市議会だよりは、１部当たり9.12円で製作しています。

No.7 久喜市議会だより


